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総務課のお知らせ

平成22年９月下旬から調査員がおうかがいします。

問合せ／秘書広報担当 991-1898

問合せ／職員文書担当 991-1896

■国勢調査とは？
　 　国勢調査は、日本の人口、世帯、就業者からみた産業構造などの状況を地域別に明らかにす
るために行われるもので、国の最も重要な統計調査です。
　 　特に、今回の国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査
で、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重
要な調査です。

■調査はどのように行われるの？
　 　９月中旬から下旬にかけて、国勢調査員が皆さんのお宅へ調査票の配布を行います。記入い
ただいた調査票は、１０月上旬に調査員が受け取りにうかがいますので、封筒に入れて封をし
て調査員に渡していただくか、総務課に郵送で提出していただきます。　 

■プライバシーは保護されるの？
　 　調査票に記入していただいた内容は，統計の作成に関連する目的以外に使用することはあり
ません。調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には，統計法によって，個人情報を保護
するための厳格な守秘義務が課せられています。

■国勢調査で調べた内容は、どのようなことに使われるの？
　 　調査結果は、様々な法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私た
ちの暮らしのために役立てられます。

■国勢調査はどうしても答えなければいけないの？
　 　国勢調査は回答が義務づけられています。正しい調査結果から統計をつくるためにも、皆さ
んのご協力をお願いします。
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参議院選挙期日前投票の投票用紙誤交付に係る
町長及び副町長の給料の減額等について
　平成22年6月26日に参議院選挙期日前投票において投票用紙を誤って交付したことにより11名の
方の投票が無効となったことについて、町選挙管理委員会からの依頼を受け、町として事実確認と
原因究明を行い、調査報告書を町ホームページにおいて公表するとともに、7月29日付けで関係職
員４名に対して懲戒処分を行いました。また、町選挙管理委員会委員長及び委員1名は、報酬の一部
を自主返納することとしました。
　このような事態が発生したことは、公民権の行使にかかる重大なことであると認識しており、町
の責任者として、町民の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、道義的な責任と職員の監督責任
を明らかにするため、自らの給料の10分の1を2カ月減額、また、石塚副町長も自らの給料の10分
の1を1カ月減額することとしました。
　今後は、全職員により町民の皆様の信頼回復のため、これまで以上に注意を払うとともに、町選
挙管理委員会と協議し再発防止に努めてまいります。

※ 国勢調査員は、総務大臣から任命された国家公務員です。調査の際は、
調査員証を携帯しています。


